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【
論 

文
】

は
じ
め
に

　

安
永
九
年
（
一
七
八
〇
年
）
旧
暦
五
月
二
日
、
房
総
半
島
の
先

端
部
に
近
い
安
房
国
朝
夷
郡
千
倉
（
現
い
す
み
町
）
に
清
国
船
元

順
号
が
漂
着
し
た
。
（
１
（

こ
の
船
に
は
七
十
八
名
の
乗
組
員
が
い
た
。

そ
の
対
処
に
当
た
っ
た
の
は
、
現
在
の
埼
玉
県
に
あ
っ
た
岩
槻
藩

の
児
玉
南
柯
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
岩
槻
藩
士
が
こ
の
問
題
に
対
処
し

た
か
と
い
う
と
、
千
倉
に
は
岩
槻
藩
の
飛
地
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
（
２
（

児
玉
が
派
遣
さ
れ
た
理
由
は
、
郡
奉
行
と
い
う
役
職
以
外

に
、
儒
者
で
漢
文
を
解
し
、
清
国
人
と
筆
談
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
が
取
れ
る
と
思
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

　

児
玉
南
柯
（
一
七
四
六
～
一
八
三
〇
）
は
、
名
は
琮
、
字
は
玉

卿
、
通
称
は
宗
吾
、
南
柯
は
そ
の
号
で
あ
る
。
旗
本
豊
島
俊
暠
の

長
男
と
し
て
甲
府
で
生
ま
れ
た
が
、
後
、
岩
槻
藩
士
児
玉
親
繁
の

養
子
と
な
り
、
宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
年
）、
岩
槻
藩
二
代
藩

主
大
岡
忠
喜
の
御
中
小
姓
と
な
る
。
明
和
五
年
（
一
七
六
八
年
）、

江
戸
詰
と
な
り
、
昌
平
坂
学
問
所
で
林
鳳
谷
に
師
事
し
た
。
こ
の

事
件
当
時
は
、
三
十
三
歳
で
、
役
職
は
郡
奉
行
で
あ
っ
た
。
後
、

寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
年
）、
後
に
藩
校
と
な
る
遷
喬
館
を
創

設
し
、
子
弟
の
教
育
に
当
た
っ
た
。

　

本
稿
は
、
こ
の
非
常
事
態
に
対
し
、
陣
頭
指
揮
を
取
っ
た
児
玉

南
柯
が
ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
た
の
か
、
ま
た
清
人
は
ど
の
よ
う

に
交
渉
し
た
の
か
を
児
玉
の
著
書
『
漂
客
紀
事
』
を
中
心
に
分
析

す
る
こ
と
を
目
的
に
す
る
。『
漂
客
紀
事
』
は
十
四
則
に
分
け
て
、

　『
漂
客
紀
事
』
に
見
る
児
玉
南
柯
と
清
人
の
交
渉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
鎖
国
日
本
に
お
け
る
国
際
交
流
の
一
幕

湯　

城　

吉　

信
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当
時
の
様
子
を
漢
文
で
如
実
に
記
録
し
て
い
る
（
序
文
に
よ
れ

ば
、
一
七
九
〇
年
筆
）。
そ
こ
に
は
、
船
や
清
国
人
の
様
子
な
ど

客
観
的
な
情
報
が
豊
富
に
見
え
る
。
そ
の
様
子
は
別
稿
に
譲
り
、

本
稿
で
は
、
児
玉
と
清
国
人
と
の
交
渉
の
様
子
に
焦
点
を
絞
り
た

い
。

　

な
お
、『
漂
客
紀
事
』
は
国
立
国
会
図
書
館
本
（
デ
ジ
タ
ル
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
）
を
用
い
た
（
四
丁
と
五
丁
が
入
れ
替
わ
る
乱
丁
が

あ
る
点
は
要
注
意
）。
（
３
（

そ
の
他
、
訓
点
が
つ
い
た
写
本
（
遷
喬
館

蔵
本
）
が
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
現
在
は
所
在
が
未
詳
で
あ
る
。
（
４
（

こ

の
資
料
は
句
点
が
つ
い
て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
、
石
井
研
堂
編
、

山
下
恒
夫
再
編
『
江
戸
漂
流
記
総
集
』
第
二
巻
（
日
本
評
論
社
、

一
九
九
二
年
）
に
は
『
漂
客
紀
事
』
の
書
き
下
し
文
が
見
え
る
。

（
跋
文
以
外
は
）
基
本
的
に
よ
く
で
き
て
い
る
の
で
大
い
に
参
考

に
し
た
。
そ
の
他
、
菊
地
丕
「
通
訳
漂
客
紀
事
」（『
岩
槻
史
林
』

八
・
九
合
併
号
、
岩
槻
地
方
史
研
究
会
、
一
九
八
〇
年
）、
進
藤

進
『
児
玉
南
柯
著
『
漂
客
紀
事
』
を
読
む　

改
訂
版
』（
自
家
出

版
、
二
〇
一
六
年
）
に
も
全
文
の
書
き
下
し
文
や
訳
が
見
え
る
。

　
『
漂
客
紀
事
』
は
、
そ
の
序
（
（a
）
に
述
べ
る
よ
う
に
、
十
四

則
に
分
か
れ
る
。
原
漢
文
に
は
各
則
の
番
号
は
振
ら
れ
て
い
な
い

が
、『
江
戸
漂
流
記
総
集
』
に
は
そ
の
番
号
が
見
え
る
。
本
稿
の

中
で
、『
漂
客
紀
事
』
の
該
当
箇
所
を
示
す
場
合
、
第
何
則
、
丁

数
（「
（（a
」
は
「
十
三
丁
表
」
の
意
）、『
江
戸
漂
流
記
総
集
』
の

頁
数
を
挙
げ
た
。

　
『
漂
客
紀
事
』
の
内
容
が
児
玉
と
清
国
人
の
や
り
取
り
を
完
全

に
保
存
し
た
も
の
と
は
限
ら
な
い
（
大
田
南
畝
「
安
房
漂
着
清
人

上
申
書
」（『
一
話
一
言
』
巻
八
（『
大
田
南
畝
全
集
』
第
十
二
巻
）

所
収
）
に
は
別
の
漢
文
が
あ
る
。
内
容
は
本
書
と
同
じ
）。
た
だ
、

筆
談
し
た
本
人
が
記
録
し
た
も
の
で
あ
り
、
筆
談
の
内
容
を
反
映

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
本
事
件
に
つ
い
て
は
、
当
時
や
り
取
り
さ
れ
た
文
書
を

収
録
し
た
原
口
扁
舟
『
房
州
千
倉
文
書
』（
岩
槻
郷
土
図
書
刊
行

会
、
一
九
七
七
年
）
も
残
さ
れ
て
い
る
。

　

他
、
大
庭
脩
編
著
『
安
永
九
年
安
房
千
倉
漂
着
南
京
船
元
順
号

資
料
（
江
戸
時
代
漂
着
唐
船
資
料
集
五
）』（
関
西
大
学
、
一
九
九

〇
年
）
に
、『
漂
客
紀
事
』
を
含
め
た
関
係
資
料
が
網
羅
さ
れ
て

い
る
の
で
適
宜
参
照
し
た
。
ま
た
、
大
庭
脩
『
漂
着
船
物
語
―
江

戸
時
代
の
日
中
交
流
』（
岩
波
書
店
〈
岩
波
新
書
〉、
二
〇
〇
一

年
）
が
あ
り
、
本
事
件
の
概
要
を
記
す
。
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図１　清国船漂着地点（菊地丕氏作成「『元順』漂着推定コース」図）（大庭脩編『安永
九年安房千倉漂着南京船元順号資料』p.98 と p.99 の間、初出は、『岩槻史林』3 号（1973 年））

一
、�

事
件
の
概
要　

附
：『
漂
客
紀
事
』
お
よ
び
児
玉
南
柯

　
　

の
交
渉
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
の
評
価

　

安
永
九
年
（
一
七
八
〇
年
）、
四
月
二
十
九
日
、
千
倉
沖
に
唐

図２　清国船の乗組員の様子
（伊藤亀年『游房筆語』所収）

＊左が船長らの服装、右が
水夫の服装（両者は服装か
ら違っていた）。伊藤亀年『游
房筆語』は清船漂着の噂を
聞いて、江戸から清人に会
いに行った儒者が書いた書。
当時、清人を見に行く野次
馬が押し寄せ問題になった。
伊藤もその一人で、下役人
に取り入って一日だけは接
触することができたがその
後は追い返された。
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船
が
確
認
さ
れ
、
そ
の
後
、
徐
々
に
岸
に
近
づ
い
て
き
た
。
三
十

日
、（
商
船
だ
と
知
っ
た
）
千
倉
の
村
人
が
米
を
与
え
た
。
（
５
（

五
月

二
日
、
暴
風
雨
に
な
り
、
船
が
座
礁
。
村
人
が
総
出
で
乗
組
員
を

救
っ
た
（『
漂
客
紀
事
』
六
則
、
（0a
、
五
一
六
～
五
一
七
頁
）。

　

こ
の
遭
難
し
た
清
国
の
商
船
・
元
順
号
は
、
前
年
の
十
一
月
十

図３　清国船の様子（伊藤亀年『游房筆語』所収）

＊この時の清国船の画は他にも多数現存し（大庭脩編著
『安永九年安房千倉漂着南京船元順号資料（江戸時代漂着
唐船資料集五）』（関西大学、1990 年）p.110,111）、この事
件に対する人々の関心の高さが窺える。なお、この画に
見える舳先の提灯のようなものは後部にあるのが正しい
と思われる（『漂客紀事』四則、6a、p.510）。ちなみに、
この船腹に見える四角い模様は、鉄砲を撃つ鉄砲狭間の
ダミーである。ただ、『通航一覧』巻二百三十四「唐国（江
蘇省蘇州府）部三十」p.109 によると、鉄砲・火薬を持っ
ていたようだ。おそらく自衛のために最小限の武器は持っ
ていたのであろう。なお、清国船のより精度の高い画は、

『唐館蘭館図絵巻』に見える（松浦章『江戸時代唐船によ
る日中文化交流』の口絵参照）。

一
日
（
陽
暦
十
二
月
十
八
日
）
に
長
崎
に

向
け
て
出
発
し
た
が
、
次
の
日
に
嵐
に
遭

い
、
帆
も
破
れ
、
舵
の
板
も
壊
れ
、
漂
流

し
た
。
三
か
月
の
食
糧
を
積
ん
で
い
た

が
、
二
月
に
は
水
も
尽
き
、
雨
水
に
頼
っ

た
よ
う
だ
。
四
月
二
日
に
は
一
人
の
乗
組

員
が
亡
く
な
っ
た
（『
漂
客
紀
事
』
一
則
、

（b
、
五
〇
二
頁
）。
清
国
船
が
陸
を
発
見

し
て
歓
喜
し
た
の
は
、
四
月
二
十
七
日
で

あ
っ
た
（『
漂
客
紀
事
』
六
則
、
（0a
、
五

一
六
頁
）。

　

五
月
三
日
、
浦
賀
奉
行
の
林
忠
篤
よ

り
、
岩
槻
藩
に
対
処
す
る
よ
う
に
命
令
が

下
る
（『
漂
客
紀
事
』
二
則
、
（b
、
五
〇

五
頁
）。
岩
槻
藩
で
は
、
郡
奉
行
の
児
玉
南
柯
を
派
遣
す
る
こ
と

に
し
た
。
江
戸
に
い
た
児
玉
は
、
六
日
に
出
発
し
、
九
日
に
千
倉

に
到
着
し
た
。

　

五
月
十
八
日
、
房
総
の
天
領
の
代
官
稲
垣
藤
左
衛
門
が
千
倉
に

到
着
。
児
玉
は
こ
の
稲
垣
の
指
示
と
受
け
つ
つ
、
清
人
に
対
応
す
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る
。

　

救
助
さ
れ
た
清
国
人
は
、
千
倉
に
造
ら
れ
た
収
容
所
で
過
ご
す

こ
と
に
な
る
が
、
さ
ま
ざ
ま
の
問
題
が
生
じ
、
日
本
側
と
交
渉
を

繰
り
返
す
。
そ
の
任
務
を
担
っ
た
の
が
、
日
本
側
は
児
玉
南
柯
で

あ
り
、
清
国
側
は
船
長
の
沈
敬
瞻
で
あ
っ
た
。

　

本
稿
で
焦
点
を
当
て
る
の
は
そ
の
両
者
の
交
渉
の
様
子
で
あ

り
、
次
章
以
降
に
詳
述
す
る
。
そ
の
交
渉
の
結
果
、
六
月
末
日

（
陽
暦
七
月
三
十
一
日
）
―
暑
い
盛
り
で
あ
る
―
（
四
艘
の
船
で
）

千
倉
を
出
て
館
山
に
到
り
、
七
月
一
日
に
は
、（
大
阪
商
人
苫
屋

久
兵
衛
に
用
意
さ
せ
た
三
艘
の
船
に
乗
り
）
館
山
か
ら
長
崎
に
向

け
て
出
発
す
る
こ
と
が
で
き
た
（『
漂
客
紀
事
』
十
一
則
、

（（a-

（（b
、
五
四
六
頁
）。
千
倉
に
は
六
十
日
ほ
ど
滞
在
し
て
い
た

こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
、
一
箇
月
以
上
を
か
け
て
（
七
月
六
日
館

山
発
、
途
中
各
港
に
寄
り
な
が
ら
（
十
四
日
紀
州
勝
浦
着
）、
八

月
十
二
日
長
崎
着
）
長
崎
に
着
き
（
途
中
、
尤
廷
玉
が
紀
州
で
死

亡
）、
唐
船
に
乗
っ
て
清
国
に
無
事
帰
国
し
た
。（
大
庭
脩
編
著

『
安
永
九
年
安
房
千
倉
漂
着
南
京
船
元
順
号
資
料
（
江
戸
時
代
漂

着
唐
船
資
料
集
五
）』
一
〇
二
頁
）

　

こ
の
『
漂
客
紀
事
』
に
つ
い
て
、
大
庭
脩
は
豊
富
な
情
報
が
よ

く
整
理
さ
れ
て
い
る
と
評
価
す
る
。
（
６
（

一
方
、
幸
田
露
伴
は
、
漢
文

で
書
か
れ
て
い
る
た
め
に
委
曲
を
尽
く
さ
ず
、
採
る
べ
き
と
こ
ろ

が
少
な
い
と
そ
っ
け
な
い
評
価
を
し
て
い
る
。
（
７
（

　

ま
た
、
児
玉
南
柯
の
交
渉
に
つ
い
て
、
山
下
恒
夫
は
、
生
真
面

目
が
度
を
越
え
て
依
怙
地
さ
さ
え
感
じ
ら
れ
る
と
言
う
。
（
８
（

　

筆
者
は
、
山
下
恒
夫
の
評
価
は
、『
漂
客
紀
事
』
の
漢
文
が
よ

く
読
め
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
誤
解
だ
と
考
え
る
。
一
方
、
漢
文

に
長
じ
て
い
た
は
ず
の
幸
田
露
伴
が
な
ぜ
以
上
の
よ
う
な
評
価
を

し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

一
方
、
新
藤
進
は
児
玉
南
柯
の
清
人
に
対
す
る
思
い
や
り
を
評

価
し
て
い
る
。
（
９
（

新
藤
進
の
評
価
は
、
地
元
の
先
達
を
称
揚
す
る
立

場
に
よ
る
思
い
入
れ
は
免
れ
な
い
が
、
次
章
以
降
に
紹
介
す
る
児

玉
の
交
渉
を
見
て
、
筆
者
も
そ
の
意
見
に
同
感
す
る
。

　

本
稿
で
は
、
以
下
、
第
三
則
に
見
え
る
荷
揚
げ
交
渉
、
第
九
則

に
見
え
る
水
夫
を
巡
る
問
題
（
収
容
所
で
の
問
題
）、
第
十
一
則

に
見
え
る
船
の
処
分
を
巡
る
問
題
に
焦
点
を
絞
り
、
日
清
双
方
の

交
渉
の
様
子
を
紹
介
し
た
い
。

二
、
荷
揚
げ
交
渉
（
第
三
則
）
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本
章
で
は
、
座
礁
し
た
清
国
船
の
積
荷
の
荷
揚
げ
を
巡
る
問
題

に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
清
国
側
は
ど
の
よ
う
な
要
求
を
し
て
、
そ

れ
に
対
し
て
、
児
玉
は
ど
の
よ
う
な
考
え
か
ら
ど
の
よ
う
な
対
応

を
し
よ
う
と
し
た
の
か
。

　

清
の
商
人
た
ち
は
救
助
さ
れ
た
が
、
積
荷
は
座
礁
し
た
船
に
残

っ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
清
の
商
人
は
積
荷
を
陸
揚
げ
す
る
こ
と
を

願
い
出
た
。
だ
が
、
命
令
が
な
い
の
で
、
児
玉
は
ど
う
し
よ
う
も

な
か
っ
た
。
す
る
と
、
船
長
の
沈
敬
瞻
ら
は
愁
訴
し
て
言
っ
た
。

　
「
船
底
に
穴
が
開
き
、
海
水
が
入
り
、
荷
に
影
響
が
出
て
い
ま

す
。
他
の
物
は
さ
て
お
き
、
砂
糖
だ
け
は
急
が
な
い
と
だ
め
に
な

り
ま
す
。
拙
速
に
如
く
は
な
し
で
す
。」（
（1
（

　

児
玉
は
言
っ
た
。

　
「
私
も
そ
れ
は
わ
か
り
ま
す
が
、
代
官
（
幕
府
）
の
権
限
で
あ

り
、
私
は
勝
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
し
ば
ら
く
お
待
ち

く
だ
さ
い
。」（
（（
（

　

沈
は
嘆
い
て
言
っ
た
。

　
「
い
つ
命
が
下
る
か
わ
か
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
時
間
が
経
て
ば

す
べ
て
の
荷
物
が
す
べ
て
だ
め
に
な
り
ま
す
。
私
ど
も
は
十
分
の

二
を
利
益
と
し
て
生
活
し
て
い
る
の
で
す
。
も
し
全
部
だ
め
に
な

っ
た
ら
痛
恨
こ
の
上
あ
り
ま
せ
ん
。
仁
者
な
ら
そ
こ
の
と
こ
ろ
を

お
考
え
く
だ
さ
い
。」（
（1
（

　

児
玉
は
家
に
戻
っ
て
か
ら
も
寝
付
け
ず
夜
を
明
か
し
た
。
自
分

の
保
身
を
図
っ
て
、
人
の
心
配
を
憐
れ
ま
ず
、
文
書
に
だ
け
拘
泥

し
て
い
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
、
人
を
救
い
、
物
資
も
活
用

で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
も
し
そ
の
こ
と
で
罪
を
得
て
も
甘
ん
じ
て

受
け
れ
ば
よ
い
で
は
な
い
か
、
と
。（
（1
（

そ
こ
で
、
書
面
を
遣
わ
し
、

一
挙
に
荷
揚
げ
し
よ
う
と
言
っ
た
が
、
沈
敬
瞻
は
「
国
法
を
遵
守

し
ま
す
」
と
言
っ
て
あ
え
て
荷
揚
げ
す
る
こ
と
を
断
っ
た
。
こ
の

日
、
命
が
下
り
、
民
夫
を
動
員
し
て
十
数
日
で
荷
揚
げ
を
終
え

た
。
腐
敗
し
た
貨
物
は
荷
揚
げ
し
な
か
っ
た
。

　

実
際
に
、
児
玉
が
国
禁
を
犯
し
て
ま
で
独
断
で
清
国
船
（
そ
の

荷
）
を
救
お
う
と
し
た
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、
児

玉
が
幕
府
と
清
人
の
間
に
入
っ
て
、
両
者
の
顔
を
立
て
る
べ
く
苦

労
し
た
こ
と
は
そ
の
他
の
記
述
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

三
、�
水
夫
へ
の
対
応
（
第
九
則
）

…
五
月
二
十
九
日
（
陽
暦
七
月
一
日
）

　

本
章
で
は
、
清
国
人
の
収
容
所
に
お
い
て
起
き
た
水
夫
を
巡
る



37

問
題
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
全
七
十
八
名
の
乗
組
員
の
中
、
六
十

四
名
を
占
め
た
水
夫
（
水
手
、
目
侶
）
は
収
容
所
で
お
と
な
し
く

し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
児
玉
ら
日
本
側
だ
け
で

な
く
、
清
の
船
長
の
沈
ら
も
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

図４-１　千倉海岸の清人収容所の様子
（乗組員の方西園画）（『漂客奇勝図』所収）

＊大庭脩『安永九年安房千倉漂着南京船元順号資料』p.151 および『江
戸漂流記総集』第二巻 p.530-531 にも見える。

図４-２　千倉海岸の清人収容所の様子
（日本人役人による写し）（『房州千倉文書』所収）

＊これは日本側が描いた図であり、収容所の周りに多くの「番屋」が設
けられていたことがわかる（上部には「大岡様」（忽戸村、平舘村、南
朝夷村領主の大岡兵庫頭）、左部には「水野様」（北朝夷村領主の水野壱
岐守）と見える）。また、「上官居小屋」は「横六間半」、「下官小屋」は「長
サ九間」とあり、人数の多い水夫が狭い空間に押し込められていたこ
とがわかる。『房州千倉文書』57 頁には「上官居小屋礎にて四間、七間
の家をしつらい、其外中官、下官迄もそれぞれに准じ御取繕、新畳し
きならべ…」とあることを見ると、「中官」の小屋もあったのだろう。
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救
助
さ
れ
た
清
人
七
十
八
名
は
、
千
倉
の
砂
浜
に
造
ら
れ
た
収

容
所
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
図
４
）。

　

こ
の
図
に
見
え
る
よ
う
に
、
収
容
所
は
、
砂
浜
の
一
画
を
竹
の

柵
で
仕
切
っ
た
中
に
小
屋
が
作
ら
れ
た
。
小
屋
は
極
め
て
粗
末
な

も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。（
（1
（

施
設
が
粗
末
で
あ
っ
た
こ
と
は
岩
槻
藩

が
小
藩
で
財
力
が
な
か
っ
た
か
ら
と
も
言
わ
れ
る
。（
（1
（

　

こ
の
よ
う
に
、
清
人
を
隔
離
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
貿
易
が
長

崎
の
出
島
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
外
国
人
と
日
本
人
の
交
流
が
禁

止
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
積
荷
の
検
査
を
厳
重
に
行
っ
た
の

も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
だ
が
、
実
際
に
は
そ
の
禁
を
犯
し
密
貿
易

す
る
者
が
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。（
（1
（

　

代
官
の
稲
垣
は
こ
の
収
容
所
を
毎
日
見
に
行
こ
う
か
と
言
っ
た

が
、
児
玉
は
威
厳
を
保
つ
た
め
に
は
頻
繁
に
お
見
え
に
な
ら
な
い

方
が
よ
い
と
ア
ド
バ
イ
ス
し
た
。
そ
の
結
果
、
二
日
に
一
回
、
も

し
く
は
、
三
四
日
に
一
回
だ
け
来
る
こ
と
に
な
り
、
来
た
時
に

は
、
荘
重
に
送
迎
す
る
こ
と
で
威
厳
を
示
し
た
。
一
方
、
水
夫
ら

を
厳
重
に
監
視
し
、
外
出
は
厳
禁
し
た
。
だ
が
、
水
際
の
垣
根
は

し
ば
し
ば
壊
れ
て
、
若
い
水
夫
ら
は
そ
こ
か
ら
外
に
出
る
こ
と
が

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
取
り
締
ま
ろ
う
と
す
る
日
本
の
役
人

と
の
間
で
い
ざ
こ
ざ
が
起
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

そ
も
そ
も
、
水
夫
は
、
身
分
的
に
は
最
下
層
に
当
た
り
、
臨
時

に
搔
き
集
め
ら
れ
た
素
行
の
良
く
な
い
人
た
ち
で
あ
り
、
船
長
の

沈
ら
に
も
手
に
負
え
な
か
っ
た
。（
（1
（

日
本
側
と
問
題
が
起
き
て
も
不

思
議
で
は
な
か
っ
た
。

　

こ
の
い
ざ
こ
ざ
を
巡
る
児
玉
と
沈
の
や
り
と
り
は
以
下
の
よ
う

で
あ
る
。

児
玉
「
聞
く
と
こ
ろ
、
水
夫
た
ち
が
放
縦
で
、
禁
を
犯
す
こ
と
が

あ
る
よ
う
で
す
。
私
は
故
意
だ
と
思
っ
て
い
ま
せ
ん
。
言
葉
が
通

じ
な
い
の
で
、
う
ま
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
取
れ
ず
、
そ
う

い
う
こ
と
が
起
き
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
皆
さ
ん
は
礼
儀
の

国
の
人
で
、
聖
人
の
教
化
を
受
け
て
い
ま
す
。
ど
う
し
て
理
に
か

な
わ
な
い
行
動
を
す
る
で
し
ょ
う
か
。
だ
か
ら
私
は
問
題
に
は
し

て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
私
も
あ
な
た
も
注
意
し
て
問
題
に
な
ら
な

い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。」（
（1
（

　

児
玉
は
、
極
め
て
慎
重
に
言
葉
を
選
ん
で
、
相
手
に
注
意
を
促

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
沈
は
以
下
の
よ
う

に
言
っ
た
。

「
我
が
国
は
貴
国
と
長
年
通
商
し
て
お
り
、
私
も
そ
の
お
蔭
で
生
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計
を
立
て
て
い
ま
す
。
貴
国
の
法
を
遵
守
す
る
の
は
当
然
の
こ
と

で
す
。
ど
う
し
て
疎
か
に
し
ま
し
ょ
う
か
。
た
だ
、
水
夫
ら
六
十

余
人
は
、
礼
儀
を
心
得
な
い
下
層
民
で
す
の
で
、
お
叱
り
を
頂
戴

で
き
れ
ば
幸
い
で
す
。
ま
た
、
水
夫
を
監
督
す
る
の
は
総
官
（
（1
（

の
仕

事
で
す
。
私
か
ら
お
願
い
し
て
お
き
ま
す
。」（
11
（

　

だ
が
、
五
月
二
十
九
日
（
陽
暦
七
月
一
日
）、
ま
た
柵
を
越
え

る
者
が
い
た
。
知
ら
せ
を
受
け
た
児
玉
が
見
る
と
、
監
視
所
の
前

で
不
逞
な
様
子
を
見
せ
て
い
る
者
も
い
る
（「
有
横
行
於
廳
前
而

傲
然
不
敬
者
」）。
吏
卒
が
叱
っ
て
も
退
か
な
い
。
児
玉
は
総
官
を

呼
ん
で
言
っ
た
。

　
「
水
夫
た
ち
は
柵
を
越
え
て
外
に
出
る
だ
け
で
は
な
く
、
私
ど

も
を
侮
辱
し
ま
し
た
。
言
語
道
断
で
す
。
私
は
遠
来
の
客
人
に
善

く
し
て
い
る
の
に
、
決
ま
り
を
守
ら
な
い
と
は
何
事
で
す
か
。」（
1（
（

　

そ
れ
に
対
し
て
、
船
長
と
総
官
は
と
も
に
言
っ
た
。

「
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
こ
と
は
す
べ
て
承
知
し
て
い
ま
す
。
天
従

（
総
官
の
名
）
が
諭
し
て
も
聴
き
ま
せ
ん
。
も
う
お
好
き
に
処
分

な
さ
っ
て
く
だ
さ
い
。」（
11
（

　

六
月
一
日
、
水
夫
が
ま
た
外
に
出
て
、
児
玉
に
報
告
が
あ
っ

た
。
官
吏
た
ち
は
児
玉
に
不
満
な
様
子
で
「
叱
る
た
び
に
反
抗
し

て
く
る
の
で
、
捕
ま
え
る
他
に
方
法
が
あ
り
ま
せ
ん
（
（（b
「
随
呵

隨
抗
、
自
非
拘
執
、
難
以
禁
矣
」）」
と
言
う
。
児
玉
は
強
硬
手
段

は
取
り
た
く
な
か
っ
た
が
仕
方
な
く
認
め
る
こ
と
に
し
た
。

　

や
が
て
縛
ら
れ
た
水
夫
が
連
れ
て
来
ら
れ
た
。
収
容
所
の
水
夫

は
騒
い
で
や
っ
て
来
た
。
官
吏
た
ち
は
恐
れ
を
な
し
た
が
、
児
玉

は
「
構
わ
な
い
。
す
で
に
こ
う
い
う
方
法
を
取
っ
た
か
ら
に
は
、

弱
み
を
見
せ
て
は
お
代
官
様
た
ち
に
も
ご
迷
惑
を
お
か
け
す
る
こ

と
に
な
る
（
（（b
「
無
傷
。
業
已
及
此
、
示
弱
損
威
、
憂
及
知
尹
相

公
」）」
と
言
っ
た
。
児
玉
は
一
方
で
、
暴
動
に
備
え
て
兵
を
準
備

し
、
一
方
で
は
再
度
、
船
長
ら
を
召
し
て
話
を
し
た
。
沈
は
土
下

座
し
て
言
っ
た
。

「
捕
ま
っ
た
者
は
騒
ぎ
を
起
こ
そ
う
と
し
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

砂
浜
で
魚
貝
類
を
採
っ
て
い
て
思
わ
ず
境
界
を
越
え
て
し
ま
っ
た

だ
け
で
す
。
官
吏
に
叱
ら
れ
て
、
言
い
争
い
に
な
っ
て
し
ま
い
、

こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
私
は
お
達
し
を
守
れ
な
か
っ

た
こ
と
は
確
か
で
す
が
、
こ
の
者
は
初
犯
で
す
。
ど
う
ぞ
お
許
し

く
だ
さ
い
。
お
許
し
く
だ
さ
れ
ば
、
私
は
総
官
と
と
も
に
ち
ゃ
ん

と
諭
し
、
二
度
と
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
き
な
い
よ
う
に
し
ま

す
。」（
11
（
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沈
も
間
に
入
っ
て
水
夫
を
か
ば
う
発
言
を
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　

児
玉
は
、
官
吏
と
相
談
し
て
、
こ
の
水
夫
を
釈
放
し
た
。
間
も

な
く
沈
が
来
て
、

「
水
夫
た
ち
は
、
私
が
あ
な
た
を
唆
し
て
こ
の
水
夫
を
捕
ま
え
さ

せ
た
と
思
い
（
裏
切
者
…
沈
と
水
夫
ら
は
も
と
も
と
対
立
が
あ
っ

た
こ
と
が
窺
え
る
）、
私
を
敵
視
し
、
罵
詈
雑
言
を
浴
び
せ
か
け

ま
す
。
私
に
は
手
に
負
え
な
い
状
態
で
す
。
あ
な
た
か
ら
彼
ら
を

諭
し
て
、
私
の
無
実
を
晴
ら
し
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
。」（
11
（

と
言
っ
た
。
沈
も
大
変
な
状
況
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
頼
ま
れ

た
児
玉
も
大
変
だ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
、
児
玉
は
、
水
夫
ら
に
文
書
を
書
い
た
。

　

水
夫
ら
に
告
ぐ
。
水
難
に
遭
っ
て
こ
こ
に
流
れ
着
き
、
日
々

海
浜
に
困
窮
し
て
い
る
そ
の
苦
労
は
、
私
も
深
く
憐
れ
ん
で
い

る
。
そ
こ
で
、
国
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
以
外
は
私
も
要
求
し

て
い
な
い
。
だ
が
、
お
前
た
ち
は
そ
れ
を
察
せ
ず
、
し
ば
し
ば

禁
止
を
犯
し
、
法
律
を
蔑
ろ
に
し
て
い
る
。
命
令
に
従
わ
な
い

だ
け
で
な
く
、
わ
が
官
吏
に
反
抗
さ
え
し
て
い
る
。
こ
れ
は
無

礼
は
な
は
だ
し
い
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
、
や
む
を
得
ず
、
罰

を
加
え
、
不
逞
の
輩
を
懲
ら
し
め
よ
う
と
し
た
の
だ
。
だ
が
、

船
長
の
沈
ら
は
、「
初
犯
で
す
し
、
砂
浜
で
蝦
を
拾
っ
て
い
て

思
わ
ず
境
界
を
越
え
た
だ
け
で
す
。
ど
う
ぞ
お
許
し
く
だ
さ

い
」
と
言
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
私
も
彼
ら
を
釈
放
し
た
の
だ
。

　

そ
れ
な
の
に
、
お
前
た
ち
は
、
不
服
だ
と
言
う
の
か
。
お
前

た
ち
は
、
天
の
恵
み
で
、
災
難
を
脱
し
、
命
を
全
う
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
多
く
を
求
め
る
こ
と
な
く
、
身
を
謹
み
、
法
を
守

り
、
故
郷
に
帰
っ
て
、
父
母
・
妻
子
を
安
心
さ
せ
る
こ
と
を
祈

る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
ず
に
、
事
を
起
こ

し
て
厄
介
事
を
楽
し
ん
で
い
る
。
不
知
の
極
み
だ
。
私
は
不
肖

者
だ
が
、
な
お
、
古
を
好
み
、
忠
孝
の
義
を
聞
い
て
い
る
。
お

前
た
ち
も
礼
儀
の
国
の
人
だ
ろ
う
。
日
夜
道
を
思
っ
て
怠
る

な
。
こ
の
書
を
読
ん
で
よ
く
考
え
二
度
と
法
を
犯
す
こ
と
は
す

る
な
。（
11
（

　

翌
朝
、
沈
が
用
事
で
や
っ
て
来
て
い
た
時
、
一
人
の
水
夫
が
、

書
状
を
持
っ
て
来
て
、
階
段
の
下
に
置
い
て
去
っ
て
い
っ
た
。
読

ん
で
み
る
と
以
下
の
よ
う
な
長
文
の
嘆
願
書
で
あ
っ
た
。
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私
は
遭
難
し
て
こ
こ
に
流
れ
着
き
ま
し
た
。
命
を
救
っ
て
く

だ
さ
っ
た
ご
恩
は
死
ぬ
ま
で
忘
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
、
申
し
上
げ

ざ
る
を
得
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
言
え
ば
言
っ
た
で
甘
え
た

行
動
で
お
怒
り
を
買
う
で
し
ょ
う
が
（
恃
寵
納
侮
）、
言
わ
な

け
れ
ば
気
持
ち
を
伝
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
ゆ
え
に
あ
え
て
ご
無
礼

を
働
き
、
思
っ
て
い
る
こ
と
を
延
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

国
を
万
里
も
離
れ
一
年
以
上
経
て
ば
、
道
中
が
無
事
で
も
故

郷
を
思
う
も
の
で
す
。
災
難
に
遭
遇
し
た
際
は
な
お
さ
ら
で

す
。
私
に
は
父
母
も
い
れ
ば
妻
子
兄
弟
も
い
ま
す
。
彼
ら
が
私

が
遭
難
し
て
こ
こ
に
来
た
と
聞
け
ば
日
々
涙
を
流
す
で
し
ょ

う
。
私
は
そ
の
こ
と
を
思
っ
て
悲
し
く
思
い
ま
す
。
危
難
を
脱

し
た
と
言
っ
て
も
、
そ
の
心
労
で
死
ん
で
し
ま
い
そ
う
で
す
。

　

こ
こ
に
着
い
た
頃
は
、
自
由
に
行
動
し
、
美
し
い
山
川
を
眺

め
て
気
を
紛
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
ど
う
で

し
ょ
う
、
あ
る
日
、
外
か
ら
帰
る
と
、
官
吏
が
私
を
叱
り
飛
ば

し
、
竹
の
柵
の
中
に
引
っ
張
り
込
み
、
外
に
出
る
こ
と
を
禁
止

し
ま
し
た
。
こ
の
場
所
は
〔
砂
浜
で
〕
木
の
蔭
も
な
く
、
砂
浜

の
熱
が
ひ
ど
い
で
す
。
ど
う
し
て
耐
え
ら
れ
ま
し
ょ
う
。
漂
流

し
て
い
る
時
に
は
、
た
だ
生
き
な
が
ら
え
る
こ
と
だ
け
を
考
え

ま
す
。
薄
い
お
か
ゆ
で
飢
え
を
満
た
せ
れ
ば
そ
れ
で
満
足
し
ま

す
。〔
で
す
が
〕
今
、
生
き
な
が
ら
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

口
腹
を
満
た
す
こ
と
を
望
む
の
も
ま
た
小
人
の
常
で
し
ょ
う
。

蟹
を
採
り
た
い
と
思
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
竹
の
柵
を
越
え
た

と
言
っ
て
も
す
ぐ
そ
ば
で
す
。
呼
ば
れ
れ
ば
す
ぐ
に
戻
り
ま

す
。
そ
れ
な
の
に
、
強
硬
手
段
を
用
い
て
、
し
か
も
私
が
反
抗

的
だ
と
お
っ
し
ゃ
る
。
法
律
の
こ
と
は
存
じ
ま
せ
ん
。
た
だ
、

道
理
か
ら
言
え
ば
、
到
底
通
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

数
年
前
、
日
本
の
人
が
清
国
に
流
れ
着
き
ま
し
た
。
そ
の
時

は
今
の
我
々
よ
り
も
厚
遇
さ
れ
ま
し
た
。
観
光
を
さ
せ
て
も
ら

っ
た
り
、
衣
食
も
十
分
に
与
え
ら
れ
、
歌
舞
や
宴
会
ま
で
設
け

ら
れ
ま
し
た
。（
11
（

長
崎
は
、
多
く
の
船
が
集
ま
る
場
所
で
、
法
が

厳
格
で
す
が
、
そ
れ
で
も
こ
こ
の
よ
う
な
苛
酷
さ
は
あ
り
ま
せ

ん
。
ひ
と
月
に
三
度
は
行
楽
に
出
か
け
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

私
は
礼
儀
の
国
の
人
間
で
す
。
ど
う
し
て
非
礼
を
働
く
こ
と
が

あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
私
ど
も
は
下
愚
の
人
間
だ
と
言
っ
て
も
周

孔
（
＊
周
公
と
孔
子
、
儒
教
の
聖
人
）
の
道
を
聞
い
て
い
ま

す
。
人
を
教
導
す
る
の
が
仁
に
適
っ
た
王
道
（
＊
儒
教
が
唱
導

す
る
徳
治
の
方
法
）
で
、
脅
か
し
て
無
理
強
い
す
る
の
は
覇
道
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（
＊
儒
教
が
否
定
す
る
、
力
に
よ
る
方
法
）
で
す
。
こ
の
よ
う

な
方
法
で
は
早
晩
問
題
が
出
る
で
し
ょ
う
。
ど
う
ぞ
我
々
を
速

や
か
に
帰
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ
が
双
方
に
と
っ
て
一
番
よ
い

こ
と
で
す
。
そ
う
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
死
ん
で
も
ご
恩
は
忘

れ
ま
せ
ん
。（
11
（

　

先
に
、
水
夫
が
も
と
も
と
素
行
不
良
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
た

が
、
水
夫
の
側
か
ら
す
れ
ば
自
由
を
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
我
慢
が

で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
文
章
で
は
、
法
律
を
越
え

た
「
道
理
」
に
依
拠
す
べ
き
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
道

理
と
は
、
一
方
で
は
儒
教
的
道
徳
で
も
あ
り
、
一
方
で
は
万
人
に

共
通
す
る
人
情
で
あ
っ
た
。

　

沈
も
傍
ら
で
読
み
、
無
礼
な
こ
と
ば
が
多
い
の
を
見
て
、
水
夫

ら
（
住
処
の
方
を
言
う
か
）
に
向
か
っ
て
大
声
で
叱
り
、「
お
許

し
く
だ
さ
い
」
と
ひ
れ
伏
し
た
と
い
う
。

　

こ
こ
で
疑
問
は
、
本
当
に
沈
の
言
う
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
水
夫
に
こ
の
よ
う
な
長
文
の
漢
文
を

書
く
こ
と
が
で
き
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
総
官
の
林
天
従
あ
た

り
が
代
筆
し
た
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
書
い
て
い
る

「
早
く
帰
し
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
思
い
は
対
立
す
る
清
国
人
の

間
で
も
一
致
す
る
意
見
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
ら
、
沈
ら
も
こ
の
文

書
の
作
成
に
携
わ
っ
た
可
能
性
は
あ
る
。

　

児
玉
は
笑
っ
て
言
っ
た
。

「
大
海
は
多
く
の
川
の
流
れ
を
受
け
入
れ
る
か
ら
大
海
に
な
る
の

で
す
。
私
の
度
量
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の

よ
う
な
文
章
を
受
け
入
れ
る
度
量
ぐ
ら
い
は
あ
り
ま
す
。
そ
れ

に
、
言
っ
て
い
る
こ
と
は
当
た
っ
て
い
ま
す
。
反
省
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
お
気
に
な
さ
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
。」（
11
（

　

翌
日
、
児
玉
は
ま
た
書
を
書
き
、
沈
ら
を
慰
労
し
た
。
内
容

は
、
不
徳
の
致
す
と
こ
ろ
で
衆
人
の
反
感
を
買
い
、
沈
と
林
（
総

官
）
ま
で
苦
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
詫
び
る
も
の
で
あ
っ

た
。

　

沈
と
顧
は
、
密
書
を
書
い
て
児
玉
に
送
っ
た
。
内
容
は
、
水
夫

ら
が
福
建
の
辺
境
の
道
理
を
わ
き
ま
え
な
い
や
く
ざ
者
（
頑
民
）

で
、
法
律
も
分
際
も
礼
儀
も
わ
き
ま
え
な
い
人
で
あ
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
沈
た
ち
も
本
来
雇
い
た
く
な
い
の
だ
が
、
江
浙
（
江
蘇
、

浙
江
）
に
は
水
夫
が
い
な
い
の
で
、
彼
ら
の
力
を
借
り
る
し
か
な

い
の
だ
と
い
う
。
沈
の
一
味
は
十
人
足
ら
ず
で
、
人
数
的
に
も
水
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夫
た
ち
に
敵
わ
な
い
。
ま
た
、
彼
ら
は
無
法
の
輩
で
あ
る
。
礼
儀

も
心
得
な
い
し
、
人
情
も
解
さ
な
い
。
お
天
道
様
や
皇
帝
様
で
さ

え
憚
る
こ
と
な
く
、
沈
た
ち
を
馬
鹿
に
し
て
い
る
。
帰
国
し
た
際

に
は
役
所
に
訴
え
よ
う
と
思
う
が
、
今
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き

な
い
と
言
っ
た
。
続
け
て
以
下
の
よ
う
に
言
っ
た
。

「
辛
い
時
に
は
父
母
を
呼
ぶ
と
言
い
ま
す
。（
11
（

今
、
児
玉
様
は
私
た

ち
の
父
母
で
す
。
何
と
か
命
を
保
っ
て
速
や
か
に
帰
国
さ
せ
て
い

た
だ
く
こ
と
を
希
望
し
ま
す
。
あ
な
た
様
方
に
費
用
や
ご
迷
惑
を

お
か
け
す
る
こ
と
も
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
し
、
下
賤
の
輩
か
ら
辱

め
を
受
け
る
こ
と
も
我
慢
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
二
つ
を
思
う
と
針

の
筵
に
い
る
よ
う
に
辛
く
、
耐
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
水
夫
た
ち
を
抑

え
ら
れ
な
い
こ
と
は
本
当
に
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。
ご
法
度
を
心

得
て
は
い
る
の
で
す
が
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
の
で
す
。
ど
う
ぞ

ご
寛
恕
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
ご
高
配
賜
り
帰

国
で
き
た
暁
に
は
毎
日
香
を
焚
い
て
感
謝
し
ま
す
。
総
官
林
天
従

は
福
建
人
な
の
で
連
署
し
に
く
い
で
す
。
そ
こ
で
密
封
し
て
上
書

し
ま
し
た
。
後
日
、
人
前
で
は
こ
の
こ
と
に
は
言
及
さ
れ
ま
せ
ん

よ
う
に
。」（
11
（

　

早
く
帰
国
し
た
い
（
長
崎
に
向
か
い
た
い
）
と
い
う
の
は
清
国

人
に
共
通
の
願
望
で
あ
っ
た
の
だ
。

　

児
玉
は
官
吏
と
相
談
の
上
、
こ
の
こ
と
を
代
官
の
稲
垣
氏
に
は

報
告
し
な
か
っ
た
。
自
分
が
責
任
を
取
ろ
う
と
思
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
だ
が
、
こ
の
後
、
官
吏
も
水
夫
の
行
動
は
大
目
に
見
る
よ
う

に
な
り
、
水
夫
も
比
較
的
規
則
を
守
る
よ
う
に
な
り
、
事
は
収
ま

っ
た
。
児
玉
は
世
の
中
を
治
め
る
の
は
た
だ
取
締
を
強
く
し
て
人

を
検
挙
す
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
痛
感
し
た
。

四
、
船
の
処
分
（
第
十
一
則
）

　

本
章
で
は
、
千
倉
で
座
礁
し
た
清
国
船
を
ど
う
す
る
か
を
巡
る

問
題
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

　

船
は
座
礁
し
て
使
え
な
く
な
っ
た
の
で
、
解
体
す
る
こ
と
が
議

論
さ
れ
た
が
、
結
論
を
見
な
か
っ
た
。
船
長
の
沈
は
修
理
も
不
可

能
だ
し
、
解
体
も
難
し
い
の
で
、
一
七
五
四
年
、
清
国
船
が
八
丈

島
に
漂
着
し
た
時
の
例
（
1（
（

に
倣
い
、
焼
却
す
べ
き
だ
と
言
っ
た
。
そ

れ
が
い
ち
ば
ん
手
っ
取
り
早
く
、
回
収
や
輸
送
を
考
え
る
こ
と
は

無
駄
に
経
費
が
か
か
る
だ
け
だ
と
考
え
た
か
ら
あ
る
。（
11
（

　

そ
れ
に
対
し
て
、
日
本
側
は
、
焼
却
処
分
は
通
例
と
す
べ
き
で

は
な
く
、
解
体
し
て
、
使
え
る
材
料
を
長
崎
に
送
る
こ
と
を
提
案
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し
た
。（
11
（

お
そ
ら
く
日
本
側
と
し
て
は
立
派
な
船
（
木
材
な
ど
は
別

に
記
載
が
あ
る
、
外
材
も
使
っ
て
い
た
（
赤
活
、
雅
地
な
ど
））

を
見
て
焼
却
す
る
の
に
忍
び
な
か
っ
た
と
い
う
の
と
、
廃
棄
処
分

で
あ
き
ら
め
る
の
で
は
な
く
、
対
処
し
た
実
績
を
残
し
た
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
沈
は
以
下
の
よ
う
な
意
見
を
述
べ
た
。

　
　

長
崎
に
行
く
日
が
決
ま
っ
た
の
は
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。

た
だ
、
福
建
出
身
の
水
夫
と
違
っ
て
、
私
ど
も
十
名
ほ
ど
は
体

調
が
思
わ
し
く
な
く
、
海
路
で
行
く
こ
と
は
堪
え
ら
れ
ま
せ

ん
。
ま
た
、
水
夫
ら
の
問
題
は
す
で
に
申
し
上
げ
た
通
り
で

す
。
ど
う
ぞ
我
々
十
名
ほ
ど
は
陸
路
で
行
く
こ
と
を
お
許
し
く

だ
さ
い
。

　

船
に
つ
い
て
は
、
マ
ス
ト
や
竿
、
舵
な
ど
以
外
は
薪
に
な
る

だ
け
で
す
。
費
用
を
か
け
て
千
里
を
運
ぶ
値
打
ち
は
あ
り
ま
せ

ん
。
ま
た
、
長
崎
で
荷
揚
げ
の
費
用
な
ど
も
少
な
か
ら
ず
か
か

る
で
し
ょ
う
。
費
用
に
見
合
う
効
果
が
あ
る
か
ど
う
か
考
え
て

し
ま
う
の
は
商
人
の
常
で
、
賤
し
い
と
言
わ
れ
て
も
避
け
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
高
い
値
段
を
出
し
て
木
切
れ
を
買
っ
て
薪

に
充
て
る
人
が
い
る
で
し
ょ
う
か
。
で
す
か
ら
、
木
材
を
残
そ

う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
焼
却
処
分
し
て
し
ま
う
方
が
得
策
だ

と
思
い
ま
す
。
愚
見
を
延
べ
る
の
は
誠
に
無
礼
な
こ
と
と
は
存

じ
ま
す
が
、
意
見
を
述
べ
な
い
と
気
が
収
ま
り
ま
せ
ん
。
お
聞

き
く
だ
さ
れ
れ
ば
こ
れ
に
勝
る
幸
せ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
無
理
に

と
は
申
し
ま
せ
ん
が
何
と
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。（
11
（

　

前
章
で
紹
介
し
た
水
夫
を
巡
る
問
題
を
見
る
と
、
沈
ら
が
陸
路

を
希
望
し
た
の
は
、
水
夫
ら
と
離
れ
た
い
の
が
い
ち
ば
ん
の
理
由

だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
時
、
大
阪
の
豪
商
で
西
海
海
運
に
従
事
す
る
苫
屋
久
兵
衛

が
三
艘
の
船
を
館
山
に
用
意
し
た
。（
11
（

　

だ
が
、
六
月
二
十
日
、
暴
風
雨
が
あ
り
、
船
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
。
清
国
人
に
と
っ
て
は
幸
い
で
あ
り
、
児
玉
は
天

の
神
様
が
清
人
の
味
方
を
し
た
と
思
っ
た
。

　

六
月
末
日
、
清
人
ら
は
千
倉
を
出
発
し
、
七
月
一
日
に
館
山
に

到
着
し
た
。（
11
（

千
倉
か
ら
館
山
は
す
ぐ
（
現
在
の
道
路
で
十
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
余
り
）
で
あ
る
が
、
陸
路
を
取
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
か
っ

た
（
11
（

の
は
、
日
本
人
と
の
接
触
を
避
け
、
途
中
で
の
ト
ラ
ブ
ル
を
回
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避
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
館
山
が
出
発
地
に
な
っ
た
の

は
、
千
倉
は
海
が
浅
く
大
型
船
が
入
れ
な
い
た
め
で
あ
る
。
そ
し

て
、
七
月
二
日
、
一
行
は
無
事
長
崎
に
向
け
て
出
航
す
る
こ
と
が

で
き
た
。

　

以
上
の
交
渉
を
見
る
と
、
水
夫
と
別
に
陸
路
で
行
く
こ
と
が
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
以
外
は
、
結
局
は
す
べ
て
沈
船
長
の
希
望
通
り

に
な
っ
て
い
る
。
沈
の
交
渉
能
力
に
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ

る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
本
稿
で
は
、『
漂
客
紀
事
』
に
よ
り
、
安
永
九
年
の
漂

着
船
を
巡
る
児
玉
南
柯
と
清
国
人
と
の
交
渉
の
様
子
を
紹
介
し

た
。

　

彼
ら
は
、
鎖
国
日
本
へ
の
漂
着
と
い
う
非
常
事
態
に
際
し
、
困

難
に
直
面
し
な
が
ら
も
実
に
粘
り
強
く
交
渉
し
た
。
直
接
交
渉
に

当
た
っ
た
日
本
側
の
児
玉
の
背
後
に
は
藩
主
や
幕
府
の
意
向
が
あ

り
、
一
方
、
清
国
側
で
交
渉
を
担
当
し
た
沈
敬
瞻
も
背
後
に
多
数

の
粗
暴
な
乗
組
員
の
思
い
を
抱
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
児
玉
・
沈

と
も
に
間
に
は
さ
ま
れ
て
苦
労
し
つ
つ
も
、
相
手
の
意
向
も
尊
重

し
つ
つ
、
自
分
た
ち
の
主
張
を
可
能
な
限
り
実
現
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
交
渉
が
で
き
た
の
は
、
彼
ら
の
漢
文
力
に
よ
る
と

こ
ろ
が
大
き
い
。
両
者
は
、
会
話
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
漢
文
に

よ
り
筆
談
す
る
こ
と
が
で
き
た
（
交
渉
は
す
べ
て
漢
文
に
よ
っ
て

行
わ
れ
た
）。
そ
し
て
、
そ
れ
以
外
に
、
儒
教
道
徳
を
共
有
し
、

そ
の
こ
と
に
よ
り
お
互
い
を
尊
重
す
る
姿
勢
を
有
し
て
い
た
こ
と

も
大
き
い
。
そ
の
よ
う
な
語
学
力
・
価
値
観
を
共
有
す
る
こ
と
に

よ
り
、
お
互
い
が
ウ
ィ
ン
・
ウ
ィ
ン
に
な
る
よ
う
に
共
存
の
道
を

探
り
出
せ
た
の
で
あ
る
。

　

儒
教
に
は
、
経
と
権
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
。
経
と
は
常
に
変

わ
ら
な
い
大
原
則
（
不
変
性
）
で
あ
り
、
権
と
は
状
況
に
応
じ
て

変
え
る
べ
き
例
外
的
対
応
（
融
通
性
、
臨
機
応
変
性
）
で
あ
る
。

本
稿
で
紹
介
し
た
児
玉
と
沈
の
交
渉
を
見
て
も
、
両
者
が
、
何
を

経
と
し
何
を
権
と
す
る
か
で
悩
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

　

上
か
ら
の
指
示
（
経
）
に
従
え
ば
自
身
の
責
任
は
回
避
で
き
る

が
、
自
分
に
は
よ
い
方
法
だ
と
思
え
な
い
。
一
方
、
自
分
の
裁
量

（
権
）
で
行
え
ば
、
後
に
責
め
ら
れ
責
任
を
取
ら
さ
れ
る
可
能
性

が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
現
代
の
我
々
も
日
常
的
に
直
面

す
る
も
の
で
あ
り
、
児
玉
と
沈
の
交
渉
は
現
代
の
我
々
に
も
大
い
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に
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

後
日
談
を
言
え
ば
、
長
崎
に
着
い
た
沈
は
児
玉
に
礼
状
を
送

り
、（
11
（

そ
の
後
、
無
事
清
国
に
戻
り
、
日
本
と
の
貿
易
を
続
け
た
。

そ
し
て
、
一
七
九
七
年
お
よ
び
一
七
九
八
年
の
二
度
に
わ
た
り
、

日
本
人
漂
流
民
を
日
本
に
届
け
た
。（
11
（

一
般
の
中
国
人
と
日
本
人
が

ほ
と
ん
ど
交
流
す
る
機
会
が
な
い
中
、
児
玉
と
沈
が
心
を
通
わ
せ

る
交
流
を
行
っ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
そ
の
心
を
通
わ
せ
る
「
交
流
」
の
様
子
も
『
漂
客
紀

事
』
に
は
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
清
国
船
に
つ
い
て
の
詳
細

な
客
観
情
報
に
つ
い
て
も
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
別

稿
に
委
ね
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

注（
１
）
現
在
も
千
倉
海
岸
に
は
「
清
国
船
元
順
遭
難
救
助
記
念
碑
」（
一
九

八
〇
年
建
立
）
が
あ
る
。
こ
の
周
辺
は
、
無
数
の
暗
礁
が
あ
り
、
船
頭

に
恐
れ
ら
れ
た
海
域
ら
し
い
。
慶
長
十
四
年
（
一
六
〇
九
年
）
に
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
政
庁
長
官
で
あ
っ
た
ド
ン
・
ロ
ド
リ
ゴ
を
載
せ
た
ス
ペ
イ

ン
船
が
こ
の
付
近
の
海
（
夷
隅
郡
岩
和
田
村
（
御
宿
町
）
の
沖
）
で
遭

難
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。（『
千
葉
県
の
歴
史
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇

〇
〇
年
）
二
二
一
頁
）

（
２
）『
夷
隅
町
史　

通
史
編
』（
夷
隅
町
、
二
〇
〇
四
年
）
第
五
章
「
近

世
」
第
二
節
「
藩
領
の
成
立
と
展
開
」
三
一
一
頁
。
大
岡
・
岩
槻
藩
の

藩
祖
・
忠
光
は
、
勝
浦
藩
か
ら
岩
槻
藩
へ
移
さ
れ
た
経
緯
を
有
し
（『
寛

政
重
修
諸
家
譜
』
第
十
六
、
巻
一
〇
六
三
、
三
一
九
頁
）、
漂
流
船
の

到
着
地
・
朝
夷
（
現
い
す
み
町
）
も
所
領
で
あ
り
、
勝
浦
陣
屋
を
通
じ

て
支
配
が
行
わ
れ
て
い
た
。
ち
な
み
に
、
岩
槻
は
、
日
光
御
成
街
道
が

通
る
交
通
の
要
衝
に
位
置
す
る
城
下
町
で
あ
っ
た
。
児
玉
南
柯
が
開
い

た
藩
校
・
遷
喬
館
は
今
も
保
存
さ
れ
、
川
越
同
様
、
時
の
鐘
も
あ
り
、

古
い
面
影
を
残
す
町
で
あ
る
（
現
在
、
人
形
で
有
名
で
あ
る
）。
明
治

に
な
り
、
一
時
期
、
芳
林
寺
に
県
庁
が
置
か
れ
た
こ
と
も
あ
る
。

（
３
）
そ
の
他
、『
漂
客
紀
事
』
の
画
像
は
、
東
京
海
洋
大
学
や
国
立
公
文

書
館
（
内
閣
文
庫
）
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
公
開
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）
こ
の
写
本
は
、
菊
地
丕
「
通
訳
漂
客
紀
事
」（『
岩
槻
史
林
』
八
・

九
合
併
号
（
岩
槻
地
方
史
研
究
会
、
一
九
八
〇
年
））
に
影
印
が
見
え

る
。
遷
喬
館
向
か
い
の
岩
槻
図
書
館
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
数
年

前
に
写
本
が
廃
棄
さ
れ
た
と
い
う
が
、
こ
の
写
本
の
可
能
性
が
高
い
。

字
の
配
置
は
刊
本
と
同
じ
で
、
印
影
も
見
え
る
。
刊
本
の
も
と
に
な
っ

た
草
稿
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
（
表
紙
に
は
「
遷
喬
館
蔵
」
と
あ
る
）。

（
５
）
こ
の
辺
り
の
様
子
は
、『
通
航
一
覧
』
巻
二
三
二
に
記
録
が
見
え

る
。

（
６
）
原
文
「
十
年
後
の
回
顧
録
で
あ
る
か
ら
、
内
容
も
よ
く
整
理
さ
れ

て
お
り
、
乗
組
員
と
船
員
の
名
称
と
担
当
す
る
仕
事
、
船
の
大
小
、
装
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備
の
名
称
や
長
崎
貿
易
の
組
織
、
積
荷
、
稲
垣
代
官
と
の
関
係
、
長
崎

貿
易
船
の
信
牌
の
こ
と
、
船
主
沈
敬
瞻
、
顧
寧
遠
、
方
西
園
等
と
の
交

際
状
況
や
そ
の
思
い
出
な
ど
が
ま
と
ま
っ
て
書
か
れ
て
い
て
、
当
時
の

人
た
ち
に
唐
船
や
中
国
貿
易
な
ど
の
知
識
を
与
え
る
適
当
な
読
み
物
に

な
っ
た
で
あ
ろ
う
。」（
大
庭
脩
『
安
永
九
年
安
房
千
倉
漂
着
南
京
船
元

順
号
資
料
』（
江
戸
時
代
漂
着
唐
船
資
料
集
五
）（
関
西
大
学
、
一
九
九

〇
年
）
一
〇
五
頁
）

（
７
）
原
文
「
文
に
仮
名
を
用
ゐ
ざ
る
を
以
て
、
委
曲
を
尽
さ
ず
…
採
る

可
き
少
し
と
雖
も
、
存
す
る
に
足
る
の
書
と
い
ふ
べ
し
。」（「
漂
流
の

談
」。
初
出
：『
海
之
世
界
』
明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
年
）
七
月
、

『
洗
心
録
』（
至
誠
堂
書
店
、
大
正
三
年
（
一
九
一
四
年
））
に
も
所
収
。

『
露
伴
全
集
』
第
二
十
九
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
四
年
）
五
三
三
～

五
三
四
頁
。）（
石
井
研
堂
編
、
山
下
恒
夫
再
編
『
江
戸
漂
流
記
総
集
』

第
二
巻
（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
二
年
）
六
一
九
頁
所
引
。）

（
８
）「
元
順
漂
流
民
が
不
満
を
募
ら
せ
た
原
因
に
は
、
児
玉
自
身
の
闊
達

さ
を
少
し
も
解
さ
な
い
、
生
真
面
目
す
ぎ
る
性
格
も
あ
ず
か
っ
て
い
た

よ
う
だ
。
俗
に
、
清
官
の
害
は
濁
官
よ
り
も
は
な
は
だ
し
い
、
と
い
う
。

自
己
の
無
私
無
欲
を
、
他
者
に
ま
で
及
ぼ
せ
ば
、
吝
嗇
を
強
い
る
こ
と

に
も
な
り
か
ね
な
い
。
…
副
船
主
方
西
園
か
ら
贈
ら
れ
た
絵
を
峻
拒
す

る
下
り
は
、
清
廉
さ
と
い
う
よ
り
も
、
依
怙
地
さ
が
勝
っ
て
感
じ
と
れ

る
。
…
」（
石
井
研
堂
編
、
山
下
恒
夫
再
編
『
江
戸
漂
流
記
総
集
』
第

二
巻
（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
二
年
）
六
一
九
頁 

山
下
恒
夫
解
題
）

（
９
）
進
藤
進
『
児
玉
南
柯
著
『
漂
客
紀
事
』
を
読
む　

改
訂
版
』（
自
家

出
版
、
二
〇
一
六
年
）「
は
じ
め
に
」
で
児
玉
の
清
人
に
対
す
る
思
い

や
り
を
評
価
す
る
。

「『
漂
客
紀
事
』
を
読
了
し
て
、
私
の
心
に
強
く
残
っ
た
も
の
は
、
南
柯

先
生
の
「
他
者
に
対
す
る
思
い
や
り
」
で
し
た
。
…
南
柯
先
生
の
漂
流

民
に
対
す
る
思
い
や
り
は
、
自
己
の
利
害
を
超
越
し
た
も
の
で
し
た
。

彼
ら
の
境
涯
を
思
い
、
彼
ら
の
生
活
を
思
い
、
そ
し
て
彼
ら
の
感
情
を

思
い
や
っ
て
お
り
ま
す
。」

（
10
）
原
文
4b
「
船
穿
水
浸
、
百
貨
受
傷
。
他
姑
置
焉
、
唯
是
白
糖
一
事
、

拙
速
爲
妙
。
曠
日
彌
久
、
毫
無
陶
程
、
焉
用
夫
巧
。」（
＊
陶
程
は
陶
成

（
＝
陶
冶
使
成
就
）
か
？
）
な
お
、
沈
の
上
書
の
写
し
と
思
わ
れ
る
も

の
が
、『
通
航
一
覧
』
巻
二
三
二
、
七
六
頁
に
見
え
る
。

（
11
）
原
文
4b
「
吾
亦
非
不
慮
客
所
欲
也
、
而
事
係　

縣
官
之
制
、
敝
邑

不
得
自
擅
。
請
且
待
之
。」

（
12
）
原
文
4b
「　

命
之
下
、
未
識
何
日
。
久
則
貨
悉
無
存
焉
。
小
人
逐

什
二
以
爲
生
。
若
一
舉
帰
之
滅
、
痛
恨
不
可
言
也
。
唯
仁
者
圖
之
。」

（
13
）
原
文
5a
「
唯
保
身
是
計
、
不
恤
人
之
憂
、
拘
拘
乎
文
法
者
、
豈
足

復
道
哉
。
苟
濟
衆
利
他
、
他
日
得
罪
、
吾
所
甘
心
也
。」

（
14
）『
漂
客
紀
事
』
に
は
、「
東
西
五
十
歩
（
こ
の
歩
の
長
さ
は
不
明
）、

南
北
四
十
余
歩
の
砂
浜
。
東
は
海
、他
の
三
面
は
竹
の
柵
で
囲
わ
れ
た
。

小
屋
が
数
棟
作
ら
れ
、
西
の
柵
の
横
に
は
監
視
所
が
作
ら
れ
た
」
と
あ

る
（
九
則
、
17b
、
五
二
八
頁
）。
一
方
、
伊
東
蘭
田
『
遊
房
筆
語
』
2b
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に
は
「
竹
落
中
、
廣
袤
二
三
百
歩
。
造
三
長
屋
、
皆
長
可
四
十
歩
、
蘆

荻
葺
屋
、
編
薦
爲
壁
障
、
宇
高
厪
四
五
尺
、
傴
僂
而
出
入
、
疎
惡
極
甚
、

猶
如
都
下
小
兒
畜
母
狗
圏
」
と
あ
る
。
長
屋
は
三
棟
あ
り
、
屋
根
は
草

葺
き
、
壁
は
コ
モ
を
編
ん
だ
も
の
で
、
軒
の
高
さ
は
一
メ
ー
ト
ル
五
十

セ
ン
チ
も
な
く
、か
が
ま
な
け
れ
ば
入
れ
な
い
よ
う
な
粗
末
な
も
の
で
、

伊
東
蘭
田
に
は
江
戸
の
犬
小
屋
の
よ
う
に
見
え
た
。
…
た
だ
、
二
十
四

日
、
伊
東
蘭
田
が
行
っ
た
時
に
は
建
て
替
え
が
行
わ
れ
て
い
た
（
3b
）。

（
15
）
山
下
恒
夫
「
漂
客
紀
事
」
解
題
（『
江
戸
漂
流
記
総
集
』
第
二
巻 

六
一
九
頁
）。

（
16
）
江
戸
時
代
、
徐
々
に
貿
易
が
制
限
さ
れ
る
に
つ
れ
、
密
貿
易
も
活

発
化
し
た
（
山
脇
悌
二
郎
『
抜
け
荷
―
鎖
国
時
代
の
密
貿
易
』（
日
本

経
済
新
聞
社
〈
日
経
新
書
〉、
一
九
六
五
年
）
参
照
）。『
漂
客
紀
事
』

二
則
の
最
後
4b
「
至
通
有
無
、
則
獨
長
崎
許
之
、
姦
民
趨
利
動
輒
犯
禁
」

か
ら
も
密
貿
易
が
存
在
し
た
こ
と
が
窺
え
る
し
、『
游
房
筆
語
』
で
も
、

伊
藤
は
「
何
か
買
う
か
」
と
持
ち
か
け
ら
れ
た
こ
と
を
記
録
し
て
い
る

（
11a
「
有
貨
物
買
歟
。」「
邦
有
典
刑
、
豈
可
姦
買
。」、
大
庭
脩
『
安
永

九
年
安
房
千
倉
漂
着
南
京
船
元
順
号
資
料
』
三
三
頁
）。

（
17
）『
通
航
一
覧
』
巻
二
百
三
十
二 

八
二
～
八
三
頁
に
以
下
の
よ
う
に

見
え
る
。

「
唐
人
七
十
八
人
之
内
、
十
人
程
は
、
人
柄
も
格
別
宜
相
見
え
申
候
、

…
外
六
十
四
人
之
水
主
等
は
、
日
本
に
て
引
當
候
へ
ば
、
馬
方
船
頭
抔

之
輕
き
身
分
に
て
、
南
京
出
帆
之
節
、
何
れ
も
雇
入
候
者
と
も
之
由

（
＊
臨
時
に
か
き
集
め
た
輩
）、
…
翌
日
よ
り
は
、
…
所
々
に
徘
徊
い
た

し
候
間
、
村
役
人
差
留
候
へ
ど
も
不
相
用
、
二
三
人
宛
百
姓
家
へ
踏
込
、

土
足
之
儘
に
て
座
敷
抔
へ
込
入
、
或
は
臺
所
へ
押
入
食
櫃
抔
取
出
し
、

無
斷
抓
喰
抔
い
た
し
、
又
は
百
姓
之
妻
女
を
捕
へ
、
帶
を
解
き
押
す
く

め
、
狼
藉
不
法
を
致
懸
け
、
又
は
乳
を
吸
、
其
外
言
語
道
斷
之
振
舞
、

悉
持
あ
ぐ
み
候
」
…
要
す
る
に
欲
望
の
ま
ま
動
く
人
た
ち
で
あ
っ
た
。

『
遊
房
筆
語
』
に
も
、
偉
そ
う
に
す
る
日
本
の
役
人
に
対
し
て
、
日
本

語
で
「
に
ほ
ん
、
ば
か
」
と
言
っ
て
い
た
話
が
見
え
る
（『
遊
房
筆
語
』

4b
「
漂
客
毎
見
頭
目
輩
誇
權
矜
勢
（
日
本
人
の
役
人
も
偉
そ
う
に
し
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
）、
乃
指
笑
曰
『
日
本
馬
鹿　

日
本
馬
鹿
』」）

　

ま
た
、
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
年
）
八
丈
島
へ
の
清
国
商
船
漂
着
を
記

録
す
る
『
漂
着
唐
船
細
故
』（
国
立
公
文
書
館
蔵
）
18
／
45
に
は
、
清

人
側
が
「
工
社
、
水
手
人
等
、
下
愚
・
粗
魯
之
人
」
が
フ
ラ
フ
ラ
と
出

歩
き
問
題
を
起
こ
す
危
険
性
を
指
摘
し
、
同
じ
場
所
に
住
ま
わ
せ
て
も

ら
う
こ
と
を
願
い
出
て
い
る
。
結
果
、「
甚
三
郎
鋪
屋
」（
旅
館
）
に
滞

在
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。
水
夫
ら
の
素
行
が
悪
か
っ
た
こ
と
は
、
よ

く
見
ら
れ
た
問
題
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

（
18
）
原
文
18b-

19a
「
側
聞
水
手
輩
放
縱
不
度
、
動
犯
厲
禁
。
吾
未
之
信

也
。
蓋
言
語
之
不
同
、
彼
此
失
情
、
鑿
枘
不
入
、
時
或
有
之
。
身
出
禮

義
之
邦
、
被
聖
賢
之
遺
化
、
何
至
非
理
相
犯
哉
。
以
故
余
不
一
問
也
。

雖
然
、
客
亦
相
與
警
戒
、
勿
致
物
議
。」

（
19
）
乗
組
員
七
十
八
名
の
内
訳
は
以
下
の
よ
う
で
あ
っ
た
（『
漂
客
紀
事
』
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一
則
、
2a-

3a
、
五
〇
三
～
五
〇
四
頁
）。

船
長
：
沈
敬
瞻
。
蘇
州
の
人
。
四
十
二
歳
。

副
船
長
：
方
西
園
。
新
安
（
無
錫
近
く
）
の
人
。
四
十
五
歳
（
最

年
長
）。
画
を
善
く
す
る
。

財
副
：
顧
寧
遠
。
松
江
（
上
海
の
西
南
）
の
人
。
二
十
九
歳
。

夥
長
：
蘇
孟
堪
。
厦
門
の
人
。

総
官
（
水
夫
を
管
理
す
る
）：
林
天
従
。
福
州
の
人
。

舵
工
（
三
人
）、
簡
得
、
意
童
、
両
使
：
み
な
厦
門
人
。

目
侶
（
水
夫
）（
六
十
四
人
）：
厦
門
人
三
十
人
。
福
州
人
二
十
人
。

浙
江
人
二
人
。
同
安
（
厦
門
の
北
）
人
十
三
人
（
う
ち
一
人
（
高
龍

文
）
が
船
中
で
死
亡
）。

随
厮
（
下
僕
）：
七
人
。
湖
州
（
杭
州
の
北
）
人
一
人
。
蘇
州
人
五

人
。
松
江
人
一
人
。

乗
組
員
の
最
年
少
は
二
十
二
歳
で
あ
っ
た
。
信
仰
は
、
沈
や
顧
や
ほ

か
廈
門
出
身
者
は
（
他
、同
安
人
も
）
媽
祖
を
信
仰
し
て
い
た
。
一
方
、

福
州
出
身
者
は
関
帝
を
信
仰
し
て
い
た
。
そ
の
他
、
廈
門
出
身
者
に
は

三
官
を
信
仰
し
て
い
た
も
の
も
い
る
（『
游
房
筆
語
』
26b-

30b
）。

（
20
）
原
文
19a
「
本
州
之
於
貴
國
也
、
通
商
日
久
矣
。
敬
瞻
等
仰
以
衣
食
。

固
已
敬
奉　

國
法
。
豈
敢
抱
輕
心
哉
。
至
於
水
手
等
六
十
餘
人
、
則
是

浮
蕩
之
頑
民
耳
、
幸
煩
貴
吏
喝
禁
。
且
約
束
水
手
者
、
本
是
揔
官
所
掌
、

特
教
諭
是
請
。」

（
21
）
原
文
19a
「
水
手
等
不
翅
踰
牆
而
出
也
、
又
輕
侮
我
。
殆
不
忍
言
也
。

吾
雖
恤
遠
人
、
甚
亂
清
規
、
其
如
何
。」

（
22
）
原
文
19b
「
曉
喩
之
旨
、
商
等
並
知
悉
。
天
從
奉
以
令
水
手
、
猶
不

聼
。
而
後
唯
貴
國
所
欲
爲
。」

（
23
）
原
文
19b-

20a
「
奉
明
教
拘
繋
犯
人
之
事
、
今
據
揔
官
道
、
並
非
生

事
。
行
拾
魚
蝦
於
海
灘
、
不
覺
以
踰
限
。
尊
吏
喝
道
、
交
有
違
言
、
誤

以
至
此
。
…
敬
等
誠
不
避
重
誅
、
然
彼
實
屬
初
犯
。
伏
請
原
宥
。
幸
賜

不
死
、
敬
等
與
揔
官
相
戒
勅
、
決
不
令
再
犯
。
敢
布
腹
心
。」

（
24
）
原
文
20a
「
衆
道
、
敬
瞻
風
尊
吏
使
之
、
因
疾
視
敬
瞻
、
詈
不
絶
於

口
。
吾
難
以
教
訓
。
幸
得
大
人
明
諭
、
以
免
冤
屈
。」

（
25
）
原
文
20b-

21a
「
告
爾
水
手
。
以
遇
難
之
故
、
以
至
於
此
、
日
困
辱

於
海
濱
風
沙
之
場
、
其
愁
苦
可
知
也
。
我
甚
恤
之
。
是
以
自
非　

國
法

所
重
、
皆
置
不
問
。
而
爾
等
不
察
、
屡
犯
我
禁
厲
、
亂
我
清
規
。
不
獨

不
從
我
令
、
又
隨
對
悍
我
吏
人
。
何
其
無
禮
也
。
我
於
是
不
得
已
而
加

嚴
治
、
欲
懲
不
肅
也
。
而
船
主
敬
瞻
等
哀
訴
道
『
爾
實
爲
初
犯
、
且
海

灘
拾
蝦
、
不
覺
踰
牆
。
懇
祈
赦
宥
。
事
在
情
可
恕
。』
我
是
以
不
究
治

而
釋
之
。
而
今
爾
衆
人
、
有
如
不
服
狀
者
何
也
。
爾
既
頼　

天
眷
脱
於

危
難
、
得
全
性
命
。
宜
無
他
求
、
唯
謹
身
守
法
、
還
郷
是
祈
、
上
以
慰

父
母
之
意
、
下
以
安
妻
子
之
心
。
此
皆
無
一
思
焉
、
反
生
事
端
、
樂
禍

患
。
何
其
不
知
也
。
吾
雖
無
似
、
而
尚
竊
好
古
、
少
聞
忠
孝
之
義
。
爾

身
出
於
禮
義
之
邦
、
夙
夜
思
道
不
懈
。
書
到
審
思
良
圖
、
勿
重
犯
典

刑
。」

（
26
）
こ
れ
は
、
直
接
的
に
は
、
こ
の
前
年
の
安
永
八
年
（
一
七
七
九
年
）、
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紀
州
日
高
郡
御
坊
村
志
賀
屋
の
伝
蔵
船
一
葉
丸
が
清
国
に
漂
着
し
た
際

の
処
遇
を
言
う
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
際
の
様
子
を
記
録
す
る
「
一
葉

丸
福
州
漂
流
記
」
に
は
、
現
地
の
日
本
通
詞
に
芝
居
を
見
に
連
れ
て
い

か
れ
た
り
ご
馳
走
に
あ
ず
か
っ
た
り
し
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
（
石

井
研
堂
編
『
異
国
漂
流
奇
譚
集
』（
新
人
物
往
来
社
、
一
九
七
一
年
、

＊
福
永
書
店
、
一
九
二
七
年
版
の
復
刻
。）
八
四
頁
。

　

そ
の
他
、
日
本
の
漂
流
民
は
た
び
た
び
清
国
船
に
よ
り
日
本
に
送
還
さ

れ
て
い
る
（
松
浦
章
「
清
代
沿
海
帆
船
に
搭
乗
し
た
日
本
漂
流
民
」

（『
或
問
』
五
九
号
、
二
〇
〇
六
年
）、
川
合
彦
充
『
日
本
人
漂
流
記
』

（
社
会
思
想
社
、
一
九
六
七
年
、
文
元
社
、
二
〇
〇
四
年
））。

　

清
国
で
は
、
朝
貢
国
に
つ
い
て
は
、
漂
流
民
を
救
助
す
る
こ
と
が
定
め

ら
れ
て
い
た
（『
大
清
会
典
則
例
』
巻
九
十
四
「
礼
部
・
朝
貢
下
」「
拯

救
」
の
項
）。
さ
ら
に
、
朝
貢
国
で
な
い
日
本
の
漂
流
民
に
つ
い
て
も
、

救
助
し
、
衣
食
を
与
え
、
本
国
に
送
還
す
る
よ
う
皇
帝
の
命
が
あ
っ
た

（『
聖
祖
実
録
』
巻
百
六
十
、
康
煕
三
十
二
年
（
一
六
九
三
）
九
月
辛
亥

（
十
日
）
の
条
「
兵
部
議
覆
、
廣
東
廣
西
總
督
石
琳
疏
言
、
風
飄
日
本

國
船
隻
、
至
陽
江
縣
地
方
、
計
十
二
人
、
請
發
回
伊
國
。
應
如
所
請
、

得
旨
。
外
國
之
人
、
船
隻
被
風
飄
至
廣
東
、
請
殊
可
憫
。
著
該
督
撫
量

給
衣
食
、
護
送
浙
省
、
令
其
歸
國
。」（『
清
実
録
』
五
、
中
華
書
局
、

一
九
八
五
年
、
七
五
五
頁
。）
康
煕
以
降
に
中
国
へ
漂
着
し
た
日
本
人

漂
流
者
も
歴
代
の
清
朝
の
皇
帝
か
ら
同
様
の
扱
い
を
受
け
た
。
大
国
の

度
量
を
表
す
た
め
に
漂
流
民
は
手
厚
く
扱
わ
れ
た
の
で
あ
る
。そ
し
て
、

漂
流
民
を
救
う
こ
と
は
大
国
の
度
量
を
示
す
だ
け
で
な
く
、
以
後
の
お

互
い
の
関
係
を
考
え
れ
ば
、
実
際
的
メ
リ
ッ
ト
も
大
き
か
っ
た
は
ず
で

あ
る
。

（
27
）
原
文
21a-

22b
「
吾
以
遇
難
、
漂
至
此
地
。
救
命
之
恩
、
感
亦
非
浅

矣
。
没
齒
不
諼
。
但
有
事
不
得
弗
言
者
。
言
則
似
恃
寵
納
侮
、
黙
則
本

志
不
達
。
故
冒
凟
威
嚴
、
敢
布
鄙
衷
。
夫
去
國
萬
里
、
離
家
踰
年
、
道

途
安
穏
、
懷
土
其
常
。
況
復
危
難
蕩
洋
之
餘
乎
。
吾
有
父
母
、
又
有
妻

子
及
伯
叔
兄
弟
。
彼
聞
我
失
據
至
茲
、
倚
門
悵
望
、
涕
涙
成
川
。
我
思

之
、
我
悲
之
、
痛
可
道
乎
哉
。
…
危
難
雖
脱
也
、
又
且
至
憂
死
。
始
到

時
、
縦
吾
所
之
、
於
是
山
川
美
景
、
我
弄
之
、
我
玩
之
、
聊
以
寫
憂
。

何
圖
一
日
我
入
自
外
、
吏
人
交
恫
喝
我
、
執
我
以
囚
於
籬
落
中
、
不
許

出
於
外
。
且
此
地
、
上
無
緑
樹
之
陰
、
下
有
白
沙
之
熱
、
暑
月
炎
天
、

其
誰
勝
之
。
前
在
漂
流
、
計
在
免
死
、
淡
飯
充
饑
、
良
亦
足
矣
。
今
幸

得
生
、
復
思
所
以
養
口
腹
、
亦
小
人
之
情
也
。
臨
水
拾
蝦
、
欲
以
送
飲
、

雖
踰
牆
、
而
相
距
不
甚
遠
。
汝
叫
我
、
我
斯
回
矣
。
今
汝
專
用
強
、
反

誣
我
以
對
悍
。
論
法
則
我
不
知
、若
語
道
則
豈
有
此
理
乎
哉
。
數
年
前
、

爾
日
本
人
、
亦
漂
至
於
我
。
我
待
爾
、
不
似
汝
薄
也
。
晝
則
遨
遊
玩
景
、

夜
則
街
市
看
燈
、
求
衣
乎
綾
羅
是
衣
、
思
食
乎
奇
珍
是
食
、
悶
有
歌
舞

置
酒
、
歸
有
出
宿
飲
餞
、
唯
爾
所
欲
。
夫
長
崎
者
、
賈
舶
雜
集
、
稍
密

於
法
、
而
我
客
於
彼
、
不
如
是
其
酷
也
。
一
月
三
次
遊
寺
看
花
、
登
高

賞
景
。
身
已
出
於
禮
義
之
邦
、
何
敢
非
理
妄
行
哉
。
吾
儕
雖
下
愚
、
亦

聞
周
孔
之
道
。
殷
殷
雅
化
、
仁
以
服
心
、
寔
爲
王
道
。
刻
轢
侵
辱
、
威
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以
劫
人
、
其
如
覇
術
何
。
累
月
積
日
、
妨
人
心
非
一
、
恐
別
開
禍
端
。

豈
得
不
爲
爾
憂
耶
。
今
爲
爾
計
之
、
在
速
起
我
歸
程
。
是
主
客
両
全
之

道
也
。
吾
能
還
我
郷
、
感
實
無
罄
矣
。
結
草
啣
環
、
以
報
千
秋
之
大

德
。」）

（
28
）
原
文
22b
「
巨
海
受
衆
流
、
故
能
爲
其
深
。
吾
量
雖
狭
也
、
豈
不
足

容
此
小
文
字
乎
哉
。
且
其
所
砭
、
切
中
我
病
。
受
以
爲
箴
、
不
亦
善
乎
。

幸
勿
費
心
。」
参
考
：『
老
子
』
第
六
十
六
章
「
江
海
所
以
能
爲
百
谷
王

者
、
以
其
善
下
之
、
故
能
爲
百
谷
王
（
江
海
の
能
く
百
谷
の
王
と
為
る

所
以
の
者
は
、
其
の
善
く
之
に
下
る
を
以
て
な
り
。
故
に
能
く
百
谷
の

王
と
為
る
な
り
）。」

（
29
）
出
典
は
『
史
記
』
屈
原
伝
「
夫
天
者
、
人
之
始
也
。
父
母
者
、
人

之
本
也
。
人
窮
則
反
本
、
故
勞
苦
倦
極
、
未
嘗
不
呼
天
也
。
疾
痛
慘
怛
、

未
嘗
不
呼
父
母
也
。」

（
30
）
原
文
23b
「
疾
痛
惨
怛
、
未
嘗
不
呼
父
母
也
。
今
大
人
由
（
＝
猶
）

商
等
之
父
母
也
。
仰
望
保
微
軀
、再
祈
速
賜
歸
。
既
懼
貴
地
日
費
號
煩
、

又
不
勝
受
小
人
之
氣
。
毎
念
此
二
者
、
譬
如
坐
荊
棘
、
毫
不
能
安
也
。

至
於
不
能
制
衆
、
則
敬
瞻
等
實
惶
恐
無
厝
。
並
非
不
知
法
度
、
不
可
奈

之
何
而
已
。
伏
望
海
涵
乞
為
原
宥
。
身
受
大
徳
、
回
郷
之
日
、
惟
夙
夜

焚
香
、
以
祈
大
人
福
禄
。
捴
官
林
天
從
、
亦
是
閩
産
、
不
便
連
署
、
故

密
封
以
上
進
。
他
日
稠
人
廣
坐
、
幸
不
語
及
。」

（
31
）
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
年
）
の
八
丈
島
の
南
岸
大
賀
郷
（
現
在
の

東
京
都
八
丈
町
大
賀
郷
）に
清
国
の
商
船
が
漂
着
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

国
立
公
文
書
館
に
は
、『
巡
海
録
』『
漂
着
唐
船
細
故
』
と
い
う
関
連
史

料
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
『
漂
着
唐
船
細
故
』（
23
／
45
）
に
は
、

船
を
解
体
し
て
、
材
料
を
寺
な
ど
に
再
利
用
す
る
願
い
が
見
え
る
。
お

そ
ら
く
、
焼
却
処
分
は
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、

『
漂
客
紀
事
』
に
序
文
を
寄
せ
て
い
る
関
修
齢
は
下
田
で
こ
の
時
の
漂

流
民
の
世
話
を
し
て
い
る
。

（
32
）
原
文
25a-

25b
「
見
今
船
底
穿
漏
、
萬
難
修
理
。
若
論
拆
毀
、
釘
密

版
厚
、
恐
未
易
辨
也
。
且
貴
地
在
農
事
殷
忙
之
候
、
因
商
等
事
故
、
而

稽
留
其
重
務
、
心
實
不
安
。
今
特
不
揣
冒
昧
、
敢
陳
愚
計
。
敬
瞻
聞
、

三
十
年
前
、
敝
地
有
船
、
遇
難
至
於
八
丈
島
、
亦
貴
國
之
地
也
。
幸
行

人
安
穩
、
貨
物
無
恙
。
唯
船
亦
破
壞
、
知
其
難
再
用
、
因
而
焚
化
之
、

獨
収
鐵
釘
於
燼
餘
、
取
純
束
於
菅
茅
、
以
還
與
我
。
商
又
思
之
、
不
堪

大
願
。
今
誠
能
率
由
舊
例
、
亦
可
即
日
告
竣
。
唯
執
事
圖
之
。」
…
清

人
が
奉
っ
た
原
文
を
抄
写
し
た
も
の
が
『
通
航
一
覧
』
九
二
頁
に
見
え

る
（
五
月
の
文
書
）。
文
言
の
異
同
は
あ
る
が
大
意
は
一
致
す
る
。
他
、

逸
文
は
「
難
船
奇
聞
」（『
一
話
一
言
』
補
遺
（
巻
八
第
十
六
巻
）
所
収
）

に
も
見
え
る
。

（
33
）『
通
航
一
覧
』
巻
二
三
三 

八
七
頁
「
解
船
の
諸
財
は
燒
捨
の
事
を

船
主
よ
り
願
へ
ど
も
、
船
木
は
官
財
に
て
送
ら
せ
ら
る
る
旨
を
命
ず
。」

（
34
）
原
文
25b-

26b
「
恭
奉
明
諭
、
回
郷
有
期
、
渥
恩
感
戴
、
何
以
報
之
。

但
商
等
漂
流
之
残
喘
、
萎
約
悲
愁
、
積
累
爲
病
、
不
與
閩
人
服
水
者
同
、

恐
不
復
勝
水
行
。
加
以
水
手
荼
毒
、前
書
略
陳
鄙
情
。
伏
望
更
賜
特
恩
、
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敬
瞻
等
及
隨
厮
共
十
人
、
使
得
取
陸
路
、
不
堪
望
蜀
之
意
。
至
於
拆
毀

船
材
精
粗
不
辨
一
載
而
往
之
命
、則
亦　

國
恩
也
。
敢
不
聽
從
。
雖
然
、

桅
竿
舵
梗
等
之
外
、
僅
是
柴
薪
耳
。
耗
損
費
用
、
以
運
於
千
里
、
敬
瞻

等
蔽
愚
、
斷
然
不
安
。
且
到
崎
之
日
、
登
岸
夫
費
、
商
實
辨
之
、
亦
不

爲
少
也
。
夫
較
量
逐
利
者
、
固
商
賈
之
常
、
雖
鄙
陋
、
不
能
避
也
。
豈

其
有
出
重
價
以
収
片
版
小
柿
以
充
炊
飯
煮
茶
之
柴
薪
者
、
必
不
然
矣
。

見
以
爲
不
便
陳
留
、
莫
妙
於
向
所
謂
投
畀
炎
火
也
。
再
三
冒
凟
、
知
莫

所
免
罪
、
但
區
區
鄙
衷
、
萬
不
能
忍
也
。
儻
能
俯
准
所
請
、
誠
亦
難
商

之
大
幸
也
。
非
所
敢
必
也
。」

（
35
）『
漂
客
紀
事
』
十
一
則
、
27b
、
五
四
三
頁
に
見
え
る
。
飯
田
友
子

「
近
世
大
坂
に
お
け
る
幕
府
御
用
達
廻
船
商
の
記
録
―
苫
屋
・
飯
田
家

文
書
「
先
年
よ
り
御
用
向
並
勤
方
明
細
書
」
に
つ
い
て
」（『
大
阪
商
業

大
学
商
業
史
博
物
館
紀
要
』
八
号
、
二
〇
〇
七
年
）
一
三
一
頁
に
関
連

記
載
が
見
え
る
。

（
36
）
千
倉
を
出
発
す
る
時
に
、
荷
物
を
手
元
に
置
い
て
お
か
な
い
と
気

が
す
ま
な
い
水
夫
が
騒
い
だ
り
、
病
気
に
伏
し
て
い
た
一
人
の
乗
組
員

が
砂
浜
で
気
絶
す
る
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
（
彼
は
そ
の
後
、
和
歌
山

で
亡
く
な
っ
て
い
る
）。
児
玉
は
出
発
を
最
優
先
し
、
こ
れ
ら
の
問
題

に
対
処
し
た
（『
漂
客
紀
事
』
十
三
則
、
28b-

30a
、
五
四
八
～
五
五
〇

頁
）。

（
37
）
原
文
27a
「
其
往
館
山
、
亦
尚
不
許
陸
行
、
四
船
而
遣
之
。」

（
38
）『
児
玉
南
柯
日
記
』
一
「
庚
子
暦
」
二
十
一
・
二
十
二
日
の
条
に
見

え
る
（『
岩
槻
市
史
』（
近
世
資
料
編
Ⅰ
『
児
玉
南
柯
日
記
』（
ぎ
ょ
う

せ
い
、
一
九
八
〇
年
）
一
〇
頁
）

（
39
）『
石
井
研
堂
こ
れ
く
し
ょ
ん　

江
戸
漂
流
記
総
集
』
第
二
巻
、
六
二

一
頁
に
見
え
る
、『
長
崎
志
』
続
編
の
引
用
。

【
附
録
】「
遷
喬
館
会
約
」

（
児
玉
南
柯
が
一
七
九
九
年
に
開
い
た
塾
（
後
、
藩
校
に
な
る
）
の
規
則
）

〔
原
文
〕

一　

塾
稱
遷
喬
、
蓋
欲
學
者
求
友
切
磋
、
其
進
也
猶
鳥
之
出
幽
谷
遷
于
喬

木
也
。
請
交
勉
哉
。

図５　現在も残る遷喬館（2021.9.24 著者撮影）
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一　

凡
講
讀
、
首
修
經
學
以
立
根
。
傍
及
史
子
、
以
多
聞
識
、
長
育
英
材

也
。
作
詩
屬
文
、
亦
各
從
其
所
好
也
。

一　

會
集
之
班
、
城
中
爲
先
、
各
相
尚
齒
、
不
敢
以
貴＊

加
人
。
講
論
、
雖

要
直
而
下
、
氣
和
聲
切
、
禁
爭
奪
。
且
談
文
雅
之
外
、
絲
毫
毋
渉
鄙
猥
。

此
敗
德＊

廢
業
、
為
害
大
也
。

一　

秉
燭
之
譚
、
率
限
以
二
更＊

。
難
有
所
未
解
、
至
丙
輒
止
。

一　

業
有
餘
間
、
吹
煙
喫
茶
、
固
非
所
禁
。
他
遠
來
之
朋
行
廚
已
外
、
毋

為
貪
味
。
然
良
辰
美
景
、
歳
兩
三
次
、
小
飲
微
醉
、
嚶
々
相
喚
、
舒
展
羽

翼
、
亦
宜
在
不
妨
。
但
戒
無
節
耳
。

　

己
未
春
三
月
之
望　

兒
琮
謹
識

〔
校
勘
〕
○
貴　

原
文
は
上
部
が
臼
と
人
を
組
み
合
わ
せ
た
形
に
な
っ

て
い
る
異
体
字
。
○
德　

右
上
部
が
直
に
な
っ
て
い
る
異
体
字
。
○
更　

上
部
が
「
丙
」、
下
部
が
「
支
」
に
な
っ
て
い
る
異
体
字
。

〔
書
き
下
し
文
〕

一　

塾
、
遷
喬
と
称
す
る
は
、
蓋
し
、
学
ぶ
者
、
友
を
求
め
て
切
磋
し
、

其
の
進
む
や
猶
ほ
鳥
の
幽
谷
よ
り
出
で
て
喬
木
に
遷
る
が
ご
と
き
な
る
を

欲
す
る
な
り
。
請
ふ
、
交こ
も
ごも
勉
め
よ
や
。

一　

凡
そ
講
読
は
、
首は
じ

め
に
経
学
を
修
め
て
以
て
根
を
立
つ
。
傍
ら
史
子

に
及
び
、
以
て
聞
識
多
く
し
て
、
英
材
を
長
育
す
る
な
り
。
作
詩
・
属
文

も
、
亦
た
各
々
其
の
好
む
所
に
従
ふ
な
り
。

一　

会
集
の
班
は
、
城
中
を
先
と
為
し
、
各
々
相
い
歯よ
わ
ひ

を
尚た
ふ
と

び
、
敢
へ

て
貴
を
以
て
人
に
加
へ
ず
。
講
論
は
、
直
に
し
て
下
る
を
要
す
と
雖
も
、

気
和
し
声
切
に
、
争
奪
を
禁
ず
。
且
つ
文
雅
を
談
ず
る
の
外
、
糸
毫
も
鄙

猥
に
渉
る
毋
か
れ
。
此
れ
徳
を
敗や
ぶ

り
業
を
廃
し
、害
を
為
す
こ
と
大
な
り
。

一　

秉
燭
の
譚
、
率
ね
限
る
に
二
更
を
以
て
す
。
未
だ
解と

か
ざ
る
所
有
る

に
難か
た

ん
ず
れ
ば
、
丙
に
至
れ
ば
、
輒
ち
止
め
よ
。

一　

業
に
余
間
有
れ
ば
、
吹
煙
喫
茶
、
固
よ
り
禁
ず
る
所
に
非
ず
。
他
、

遠
来
の
朋
に
、
廚
を
行
ふ
已
外
、
味
を
貪
る
を
為
す
毋
か
れ
。
然
れ
ど
も

良
辰
美
景
、
歳
に
両
三
次
、
小
飲
微
酔
し
、
嚶あ
う
あ
う々

相
喚
し
、
羽
翼
を
舒
展

す
る
も
、亦
た
宜
し
く
妨
げ
ざ
る
に
在
り
。
但
し
節
無
き
を
戒
む
る
の
み
。

　

己
未
春
三
月
の
望　

児
琮
謹
ん
で
識
す
。

〔
現
代
語
訳
〕

一　

塾
を
遷
喬＊

と
称
す
る
の
は
、
学
ぶ
者
が
、
友
を
求
め
て
切
磋
し
、
そ

の
学
を
進
め
る
の
が
ち
ょ
う
ど
鳥
が
幽
谷
か
ら
出
て
喬
木
（
高
い
木
）
に

遷
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
で
あ
る
。
互
い
に
努
力
せ
よ
。

【
注
】
○
遷
喬　
『
詩
経
』
小
雅
・
伐
木
篇
「
伐
木
丁
丁
、
鳥
鳴
嚶
々
、

出
於
幽
谷
、
遷
干
喬
木
（
木
を
伐
る
こ
と
丁
丁
、
鳥
鳴
く
こ
と
嚶
々
、

幽
谷
に
出
で
て
、
喬
木
に
遷
る
）。」
に
基
づ
く
。
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一　

凡
そ
講
読
は
、
ま
ず
経
学
（
儒
学
）
を
修
め
て
基
礎
を
作
る
。〔
そ

う
し
て
〕
そ
の
他
の
歴
史
書
や
諸
子
百
家＊

に
ま
で
学
問
を
広
げ
、
見
聞
知

識＊

を
増
し
、〔
そ
う
し
て
〕
優
れ
た
人
材
を
育
て
る
。
詩
文
を
作
る
こ
と

は
（「
属
」
は
〔
書
き
〕
連
ね
る
）、各
自
の
好
む
と
こ
ろ
に
従
え
ば
よ
い
。

【
注
】○
歴
史
書
や
諸
子
百
家　
「
史
子
」は
、歴
史
書
と
諸
子
百
家
の
書
。

中
国
で
は
書
籍
を
「
経
史
子
集
」（
集
は
文
集
＝
文
学
）
に
分
類
し
た
。

こ
の
順
番
が
重
要
性
を
表
す
。
○
見
聞
知
識　
「
聞
識
」
は
見
聞
知
識
。

『
孟
子
』
告
子
下
篇
に
基
づ
く
。

一　

会
合
の
班
は
、
城
中
の
武
士
を
先
と
し
、
各
自	

年
長
者
を
尊
び＊

、

身
分
の
上
下
を
押
し
付
け
な
い
。
講
論
は
、
率
直
に
述
べ
る
べ
き
だ
が
、

和
や
か
な
雰
囲
気
で
声
音
も
適
切
に
し＊

、争
い
は
し
な
い
よ
う
に
。
ま
た
、

文
雅
を
談
じ
る
他
は
、
俗
な
こ
と＊

（
芝
居
な
ど
）
を
話
題
に
し
て
は
い
け

な
い
。
こ
れ
ら
は
徳
を
敗や
ぶ

り
学
業
を
損
な
う
も
の
で
あ
り
、弊
害
が
多
い
。

【
注
】○
年
長
者
を
尊
び　
「
尚
歯
」は
年
長
者（
老
人
）を
敬
う
こ
と
。『
礼

記
』
祭
義
篇
に
基
づ
く
。
○
適
切
に
し　
「
切
」
は
「
ぴ
っ
た
り
」
の
意
。

○
俗
な
こ
と　
「
鄙
猥
」
は
俗
世
間
の
芝
居
な
ど
、
当
時
卑
俗
な
も
の

と
考
え
ら
れ
た
庶
民
文
化
を
指
す
。

一　

灯
の
下
に
語
る
の
は
、
率
ね
二
更
（
亥
の
刻
、
だ
い
た
い
九
時
か
ら

十
一
時
）を
刻
限
と
す
る
。
散
会
で
き
な
い
事
情
で
仕
方
な
い
場
合
も（
な

か
な
か
散
会
で
き
な
い
場
合
も
）、
丙
（
お
よ
そ
十
一
時
か
ら
午
前
二
時
。

三
更
）
に
な
れ
ば
、
散
会
せ
よ
。

一　

学
業
に
余
暇
が
あ
れ
ば
、
タ
バ
コ
を
吸
っ
た
り
茶
を
飲
ん
だ
り
す
る

の
は
禁
じ
な
い
。
そ
の
他
、遠
来
の
客
に
ご
馳
走＊

す
る
以
外
、美
味
を
貪
っ

て
は
い
け
な
い
。
だ
が
、
よ
い
季
節
に
美
し
い
景
色
を
前
に
、
年
に
二
三

度
は
、
い
さ
さ
か
酒
を
飲
み
酔
い
、
楽
し
く
談
論＊

し
、
羽
を
延
ば
す
の
も
、

禁
止
は
し
な
い
。
た
だ
し
、
節
操
は
失
わ
な
い
よ
う
に
注
意
せ
よ
。

【
注
】
○
ご
馳
走　
「
行
廚
」
は
弁
当
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
ご
馳
走

す
る
こ
と
を
言
う
と
解
し
た
。
○
楽
し
く
談
論　
「
嚶お
う
お
う々

」
は
、
冒
頭

の
『
詩
経
』
伐
木
に
見
え
る
語
。「
嚶
其
鳴
矣
、
其
求
友
声
（
嚶
と
し

て
其
れ
鳴
く
は
、
其
の
友
を
求
む
る
の
声
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
友
を

求
め
て
鳥
が
鳴
く
声
を
言
う
。
こ
の
会
約
の
前
後
に
お
い
て
、「
鳥
」

を
比
喩
と
す
る
表
現
が
呼
応
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
に
基
づ

く
「
伐
木
之
契
（
伐
木
の
契
り
）」
は
厚
い
厚
情
を
表
す
。
児
玉
が
友

情
を
深
め
る
こ
と
を
塾
の
大
き
な
目
的
に
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

己
未
（
＊
一
七
九
九
年
）
春
三
月
の
望　

児
玉
琮	

謹
ん
で
識
す
。


